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に戻るというのもまた非常に難しいで
しょう。やはり個別の接種を勧めてい
くことが大切です。高校生の麻疹に関
しても同じで、麻疹・風疹がセットに
なったMRワクチンを接種しましょう
と、呼びかけております。
　齊藤　インフルエンザが冬にはやっ
て、たくさん休むと、学級閉鎖、学校
閉鎖などが行われますけれども、そこ
でも学校医のアドバイスが重要という
ことですね。

　近藤　学校を休む子どもたちが増え
てくると、学校から電話がかかってま
いります。多くは養護教諭の先生から
で、相談のうえ、学校長に「では学級
閉鎖しましょうか」というアドバイス
をさせていただきます。その後での学
校の処置は、学校長の命令で学級閉鎖、
学年閉鎖などが行われています。
　齊藤　学校健診を含めて、学校医の
仕事はかなり多岐にわたるということ
ですね。ありがとうございました。

　齊藤　今回は特殊健康診断というこ
とで、山本先生におうかがいいたしま
す。
　特殊健診の復習なのですが、どうい
ったものがあるのでしょうか。
　山本　特殊健診は、作業で有害な要
因に曝露されるような方に対して行わ
れる健康診断です。法律で分けますと、
じん肺法で規定されているじん肺健診、
それから労働安全衛生法の中の厚生労
働省令で規定されております有機溶剤、
特定化学物質、電離放射線、高気圧、
鉛などの特殊健康診断、それから法規
ではないのですが、VDT作業ですとか
腰痛作業といったものについて、30種
類ぐらいですけれども、健康診断を規
定した通達が公表されています。
　齊藤　その項目をこれから仕事をす
る人にまずやるということでしょうか。
　山本　そうですね。まずは雇い入れ
時ですとか配置換えのときに、そうい
った作業に従事する段階でまずは健康
診断を実施するということが決められ
ておりまして、それ以降、作業を続け

ていく中で、多くは半年に一度という
頻度で健康診断を受けていただくとい
う決まりになっています。
　齊藤　健康診断には、自覚所見、他
覚所見、それから検査があると思いま
すけれども、どういうものでしょうか。
　山本　基本的に特殊健康診断の構成
としましては、まず業務歴や作業歴を
聞くという項目があります。それから、
自覚症状や他覚所見に関する検査。そ
れから、臨床検査や生理機能検査とし
まして、特定の有害な要因によって引
き起こされる健康影響というものに関
する検査、それから一部の物質ではあ
りますけれども、体内に取り込まれた
化学物質等の量を測るような検査もあ
ります。
　齊藤　そうしますと、まずは業務量
ですが、どういうところがポイントに
なりますか。
　山本　業務量といたしましては、基
本的には常時作業をしている作業者に
対する健康診断というのは規定されて
おります。その量というのは特段決め
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られたものではないのですけれども、
法律で決められているような作業にあ
る一定の程度従事されている場合には
健康診断の対象になるというかたちに
なっております。
　齊藤　自覚症状はどういったところ
がポイントになりますか。
　山本　実は特殊健康診断の中では自
覚症状というのは非常に大事な項目に
なっております。例えば有機溶剤でい
いますと、頭痛ですとか、めまいです
とか、比較的非特異的な症状の場合も
かなり多いのですが、特殊健康診断の
中で生理検査とか臨床検査など検査項
目が規定されている物質はそう多くは
ありませんので、特に有害な要因によ
って引き起こされる可能性がある自覚
症状を健康診断の中で拾い上げていく
ということは重要な作業になります。
　例えば有機溶剤ですと、先ほど申し
上げたような頭痛やめまい、吐き気と
いった中枢神経の症状、それから一部
の有機溶剤におきましては、視野の狭
窄等がありますので、見え方の変化で
あったりとか、あとは知覚の問題、末
梢神経障害を呈する場合に、痺れです
とか脱力ですとか、そういったことも
重要な所見になろうと思われます。あ
とは、じん肺など呼吸機能に影響する
場合には、咳や痰といったいわゆる上
気道の症状から始まりまして、息切れ
ですとか、そういったものも症状の中
で拾っていくということが重要と思わ

れます。
　齊藤　自覚症状に加えて、他覚所見
がありますが、どういうポイントがあ
りますか。
　山本　健康診断ですので、やはり診
察というものがついて回ります。いろ
いろな他覚所見がありまして、有害な
要因に対応した様々な所見があります
ので、すべて一貫したものというのは
なかなかありませんが、一般的に貧血
を呈するようなものであれば貧血に関
する診察をいたしますし、それから有
機溶剤にしろ、化学物質にしろ、あと
は電離放射線もそうですが、皮膚に対
して影響が出る場合がありますので、
その場合には皮膚の所見を確認する。
そういったようなことが出てまいりま
す。
　齊藤　末梢神経障害などはどうでし
ょうか。
　山本　知覚に関する検査を行ったり、
あとは場合によっては腱反射の確認を
するとかいうことも入ってくると思わ
れます。
　齊藤　採血とか検尿などの検査には
どういうものがありますか。
　山本　有機溶剤の健診では、一応す
べての物質で尿蛋白の検査をすること
が規定されております。それから、鉛
の場合貧血を呈することがありますし、
有機溶剤の一部の物質は肝毒性がある
ものがあり、こういった場合には採血
をして肝機能検査をするということが、

健康影響を早期に発見するという目的
では非常に有効かと思われます。
　齊藤　配置前にまずやって、年に２
回のペースでやっていくということで
しょうか。
　山本　そうです。
　齊藤　もし何らかの異常が見られた
場合の対応はどうでしょうか。
　山本　人間ドックも含めた通常の一
般健診とはちょっと異なりまして、特
殊健康診断というのは有害な要因によ
って引き起こされる可能性がある項目
の検査をしておりますので、有所見に
なった場合は、その段階で有害物によ
って健康影響が起こっている可能性を
考えるのです。例えば、肝機能の異常、
貧血にしても、もちろん有害なもの以
外の原因、例えば生活習慣の中でのア
ルコールですとか脂肪肝ですとか、そ
ういったことから異常値になっている
場合もありますので、そういったもの
の確認というのは非常に重要になるの
ですけれども、そういったものを確認
したうえで、やはり有害物の影響を受
けていると考えられる場合には、それ
なりの対応が必要になってまいります。
　齊藤　そうなりますと、作業に対す
るアプローチということになりますか。
　山本　そうですね。もちろん、健康
影響があるご本人への医学的な対応と
いうのもとても重要になりますが、特
殊健診の場合には必ずその原因が作業
現場にあることがありますので、その

ためには現場のほうの作業環境管理で
すとか、作業管理といったものの改善
を目指していかなければ、原因の排除
ができないと考えられます。
　齊藤　そうしますと、職場巡視、あ
るいは衛生委員会等での話などでやっ
ていくのでしょうか。
　山本　そうですね。職場の巡視をし
ながら、作業状況の確認も大事ですし、
実際に異常所見があって、その原因が
職場にあるというふうに考えられる場
合には、衛生委員会等で報告をして、
産業医として改善に対する意見を述べ
る必要があると思います。
　齊藤　そういった場合に、作業での
曝露については何か目安はあるのでし
ょうか。
　山本　今、法律的にやられているよ
うなものとしましては、半年に一度、
作業環境測定をすることが義務づけら
れております。例えば、職場の空気中
の有害物の濃度を測定しておりますの
で、そこで高い異常がある場合には曝
露のある可能性が考えられます。
　それ以外に、健康診断の中で本人に
問診をしながら曝露状況の確認をして
いくということが非常に有効だと思わ
れますので、平成20年に導入されまし
た特定化学物質のヒ素、ニッケルに関
しましては、現在、作業条件の簡易な
調査というものが設定されておりまし
て、その中で曝露状況の確認をしてい
くということが決められております。
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られたものではないのですけれども、
法律で決められているような作業にあ
る一定の程度従事されている場合には
健康診断の対象になるというかたちに
なっております。
　齊藤　自覚症状はどういったところ
がポイントになりますか。
　山本　実は特殊健康診断の中では自
覚症状というのは非常に大事な項目に
なっております。例えば有機溶剤でい
いますと、頭痛ですとか、めまいです
とか、比較的非特異的な症状の場合も
かなり多いのですが、特殊健康診断の
中で生理検査とか臨床検査など検査項
目が規定されている物質はそう多くは
ありませんので、特に有害な要因によ
って引き起こされる可能性がある自覚
症状を健康診断の中で拾い上げていく
ということは重要な作業になります。
　例えば有機溶剤ですと、先ほど申し
上げたような頭痛やめまい、吐き気と
いった中枢神経の症状、それから一部
の有機溶剤におきましては、視野の狭
窄等がありますので、見え方の変化で
あったりとか、あとは知覚の問題、末
梢神経障害を呈する場合に、痺れです
とか脱力ですとか、そういったことも
重要な所見になろうと思われます。あ
とは、じん肺など呼吸機能に影響する
場合には、咳や痰といったいわゆる上
気道の症状から始まりまして、息切れ
ですとか、そういったものも症状の中
で拾っていくということが重要と思わ

れます。
　齊藤　自覚症状に加えて、他覚所見
がありますが、どういうポイントがあ
りますか。
　山本　健康診断ですので、やはり診
察というものがついて回ります。いろ
いろな他覚所見がありまして、有害な
要因に対応した様々な所見があります
ので、すべて一貫したものというのは
なかなかありませんが、一般的に貧血
を呈するようなものであれば貧血に関
する診察をいたしますし、それから有
機溶剤にしろ、化学物質にしろ、あと
は電離放射線もそうですが、皮膚に対
して影響が出る場合がありますので、
その場合には皮膚の所見を確認する。
そういったようなことが出てまいりま
す。
　齊藤　末梢神経障害などはどうでし
ょうか。
　山本　知覚に関する検査を行ったり、
あとは場合によっては腱反射の確認を
するとかいうことも入ってくると思わ
れます。
　齊藤　採血とか検尿などの検査には
どういうものがありますか。
　山本　有機溶剤の健診では、一応す
べての物質で尿蛋白の検査をすること
が規定されております。それから、鉛
の場合貧血を呈することがありますし、
有機溶剤の一部の物質は肝毒性がある
ものがあり、こういった場合には採血
をして肝機能検査をするということが、

健康影響を早期に発見するという目的
では非常に有効かと思われます。
　齊藤　配置前にまずやって、年に２
回のペースでやっていくということで
しょうか。
　山本　そうです。
　齊藤　もし何らかの異常が見られた
場合の対応はどうでしょうか。
　山本　人間ドックも含めた通常の一
般健診とはちょっと異なりまして、特
殊健康診断というのは有害な要因によ
って引き起こされる可能性がある項目
の検査をしておりますので、有所見に
なった場合は、その段階で有害物によ
って健康影響が起こっている可能性を
考えるのです。例えば、肝機能の異常、
貧血にしても、もちろん有害なもの以
外の原因、例えば生活習慣の中でのア
ルコールですとか脂肪肝ですとか、そ
ういったことから異常値になっている
場合もありますので、そういったもの
の確認というのは非常に重要になるの
ですけれども、そういったものを確認
したうえで、やはり有害物の影響を受
けていると考えられる場合には、それ
なりの対応が必要になってまいります。
　齊藤　そうなりますと、作業に対す
るアプローチということになりますか。
　山本　そうですね。もちろん、健康
影響があるご本人への医学的な対応と
いうのもとても重要になりますが、特
殊健診の場合には必ずその原因が作業
現場にあることがありますので、その

ためには現場のほうの作業環境管理で
すとか、作業管理といったものの改善
を目指していかなければ、原因の排除
ができないと考えられます。
　齊藤　そうしますと、職場巡視、あ
るいは衛生委員会等での話などでやっ
ていくのでしょうか。
　山本　そうですね。職場の巡視をし
ながら、作業状況の確認も大事ですし、
実際に異常所見があって、その原因が
職場にあるというふうに考えられる場
合には、衛生委員会等で報告をして、
産業医として改善に対する意見を述べ
る必要があると思います。
　齊藤　そういった場合に、作業での
曝露については何か目安はあるのでし
ょうか。
　山本　今、法律的にやられているよ
うなものとしましては、半年に一度、
作業環境測定をすることが義務づけら
れております。例えば、職場の空気中
の有害物の濃度を測定しておりますの
で、そこで高い異常がある場合には曝
露のある可能性が考えられます。
　それ以外に、健康診断の中で本人に
問診をしながら曝露状況の確認をして
いくということが非常に有効だと思わ
れますので、平成20年に導入されまし
た特定化学物質のヒ素、ニッケルに関
しましては、現在、作業条件の簡易な
調査というものが設定されておりまし
て、その中で曝露状況の確認をしてい
くということが決められております。
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　齊藤　そうしますと、簡易検査が一
つの目安と考えてもいいのでしょうか。
　山本　そうですね。この中に５項目
で曝露の状況の確認をしておりますけ
れども、その中で疑わしい所見がある
場合には曝露があるのではないかとい
うことを総合的に考えて、次の検査へ
進んでいくということを考えてまいり
ます。
　齊藤　産業医をされている実地医家
の先生が多いと思うのですけれども、
特殊健診についてまとめますとどうで
しょうか。
　山本　特殊健診は、確かに複雑な法
律ですとか健診項目の選定とかがあり
ますが、決してそんなに困難なもので
はありません。非常に重要なポイント
といたしましては、まずは作業の対象

者をきちんと選んで、法律にのっとっ
て健診を進めるということが１点。そ
れから、自覚症状や他覚所見、そうい
ったものも非常に重要な所見ですので、
日常的な症状であっても、自覚症状等
を看過しないということが大事だと思
います。それから、先ほども申し上げ
ましたが、有所見がある場合には必ず
職場のほうの問題を確認して、場合に
よっては職場の改善ということを産業
医としてご意見いただくということが
事業所にとっては重要かと思っており
ます。
　齊藤　産業医にとっても非常に重要
な仕事ということですね。
　山本　そうだと思います。
　齊藤　どうもありがとうございまし
た。

　齊藤　今回は、過重労働健診という
ことで、竹田先生におうかがいいたし
ます。
　過重労働に関係して時々新聞等で話
題になりますけれども、数としてはど
ういうことになっているのでしょうか。
　竹田　労災の請求あるいはその認定
ということになるのですけれども、だ
いたい年間800～900件ぐらいの請求が
あって、300件から、300件台後半ぐら
いまでの認定の件数が毎年上がってい
るという状況です。
　齊藤　そうしますと、４割ぐらいが
認定ということですか。
　竹田　実際に請求があったうち認定
される率が４割台というのが続いてい
る状況です。
　齊藤　この認定はどこがやるのです
か。
　竹田　労働基準監督署単位で労働基
準監督署長が認定していくというのが
労災の認定の方法なので、各地域にあ
る監督署で行われるということになり
ます。

　齊藤　よく裁判云々という話がマス
コミ等に出ますけれども、認定してく
ださいという裁判と、認定されたあと
の裁判と、両方あるのですか。
　竹田　はい。まず認定されなかった
ケースは、実は再審査というものがあ
って、再審査でも認定されなかった場
合に、訴訟を起こす、行政訴訟と呼ば
れるものが一つあります。もう一つは、
労災とは直接かかわらない損害賠償請
求、民事訴訟ということで、労災を受
けたうえで、あるいは労災とは全く別
に事業者に対して損害賠償を求めると
いう民事訴訟を起こされるケース、こ
の２とおりがあります。
　齊藤　いろいろ問題があるというこ
とで、面接システムができてきている
ということですけれども、これはいつ
頃から始まっているのでしょうか。
　竹田　平成18年に労働安全衛生法が
改正されて、法的な義務が課せられた
のですけれども、その前、平成13年か
ら厚生労働省の通達で、過重労働の健
康障害を防止するための総合対策を実
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